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　柔道整復師(整骨院、接骨院など)から、急性的で
外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れな
ど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保
険の対象になります。骨折、脱臼については、応急
処置を除いてあらかじめ医師の同意が必要です。た
だし、次のような場合は健康保険が使えませんので
ご注意ください。
健康保険の対象にならないものの例
・疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労など
・病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられ
ない長期の施術

・保険医療機関(病院、診療所等)でも同じ箇所を治
療している負傷など

・労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
注意事項
・交通事故など第三者行為に該当する場合は、保険
医療助成課へ連絡してください。

・外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用できま
せんので、負傷原因を正確に伝えてください。

・施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられ
ますので、医師の診断を受けましょう。

・領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。
・柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受領
委任することで自己負担分のみを支払い、残りの
費用を柔道整復師が健康保険に請求することが例
外的に認められています。受領委任には施術を受
けた人の自筆の署名が必要です。白紙の用紙に署
名するのは、間違いにつながる恐れがありますの
で、柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく
確認してから署名してください。

・柔道整復師への適正な支払いのため、必要に応じ
て治療内容などの調査を行っています。負傷原
因、治療年月日、治療内容などを文書で照会する
場合がありますのでご協力ください。照会があり
ましたらご自身で回答書に記入してください。

国民健康保険の異動の届け出は
必ず14日以内に

柔道整復師の施術を受ける人へ

このようなときは届け出を

世帯主による届け出の義務
　加入や離脱、世帯の分離や合併など、世帯の中で
国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生し
てから14日以内に、世帯主または世帯員が届け出
をする必要があります。
国民健康保険を離脱する人へ
　会社に就職したり扶養に入ったりして、国保以外

の健康保険に加入したときは、新しい資格情報のお
知らせまたは資格確認書が届き次第、速やかに国保
離脱の届け出をしてください。マイナ保険証(マイ
ナンバーカードを健康保険証として利用登録したも
の)をお持ちの人も、届け出は必要です。
注意事項
・保険料は資格取得した月の分までさかのぼって納
付する必要があります。また、届け出が遅れたこ
とにやむを得ない理由があると認める場合を除
き、届け出日の前日までに医療費がかかった場合
は全額自己負担になります。
・国保離脱の届け出をするまでは、保険料が賦課さ
れたままになっています。勤務先からの通知や手
続きはありませんので、必ず個人で国保を離脱す
る届け出をし、遅れたり届け忘れたりしないよう
にご注意ください。
・国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)
で喪失します。資格喪失後は、国保の被保険者と
して医療機関等で受診できません。誤って受診し
たときは、医療費の返還請求を行う場合がありま
すので、ご注意ください。

　各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまた
はマイナンバーが分かるものと本人確認ができるも
のが必要です。また、別世帯の人が各種手続きを行
う際は、委任状と受任者の本人確認が必要です。
　家族がすでに国保に加入している場合は、その被
保険者証等も必要になる場合があります。

転入したとき、子どもが
生まれたとき －

他の健康保険を離脱した
とき（扶養も同じ）

他の健康保険の喪失証明書、ま
たは扶養者がいない場合は離職
票など退職日の分かる証明書

生活保護法の適用を受け
なくなったとき 保護廃止決定通知書

転出するとき、被保険者
が死亡したとき

国保の被保険者証または資格確
認書

他の健康保険に加入した
とき（扶養も同じ）

他の健康保険の資格情報のお知
らせまたは資格確認書、国保の
被保険者証または資格確認書
（対象者全員分）

生活保護法の適用を受け
たとき

国保の被保険者証または資格確
認書、保護開始決定通知書

住所、氏名、世帯主が変
わったとき

国保の被保険者証または資格確
認書
国保の被保険者証または資格確
認書

世帯を分離または合併し
たとき
修学・施設入所のため市
外へ住民票を移すとき 在学・入所を証明する書類

国保の保険証を紛失した
り、汚したりして使えな
くなったとき

－

事　由 上記書類に追加して必要なもの
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